
（６）低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設（所得税・個人住民税）
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人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・
管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措
置を創設する。

○ 個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地（※）を譲渡した場合に、長期譲渡所得
から100万円を控除する特例措置（～令和４年12月31日）を創設する。

施策の背景

【所得税・個人住民税】要望の結果

【利活用されていない少額の空き地等の活用イメージ】

鹿児島県いちき串木野市（土地）
譲渡額約350万円

○経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）
土地の適切な利用・管理の確保（略）、所有者不明土地の発生を予防するための仕組み（略）等について（略）期限を区切って対策を推進する。

•地方部を中心に、全国的に空き地が増加。

（地方部における世帯所有の「宅地」の約10％が空き地）

三重県津市（土地）
譲渡額約270万円

新潟県燕市（土地）
譲渡額約350万円

• 移住者等の居住、店舗、事務所、アトリエ等の利用
• 隣地所有者による管理・利活用

想定したよりも

売却収入が低い

低額な不動産取引の課題

土地を売らずに、
低未利用地（空き地）として放置

相対的に譲渡費用
（測量費、解体費
等）の負担が重い

様々な費用の支出が
あった上に、さらに課
される譲渡所得税の
負担感が大きい

少額の低未利用土地について、売主の取引にあたっての負担感を
軽減することで、現所有者が土地を売却するインセンティブを付与
し、土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進

 新たな利用意向を示す新所有者による土地の適切
な利用・管理

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化

 所有者不明土地の発生予防

（※）低未利用であること及び買主が利用意向を有することについて市区町村が確認をしたものに限る。

(出典：Google Maps)


